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同上

１ 美容師法第７条の規定に違反し、かつ本市の是正指導に従わない美容師に対して、期間を定めて業務を
停止する。
２ 美容師法第８条の規定に違反し、かつ本市の是正指導に従わない美容師に対して、期間を定めて業務を
停止する。
３ 美容師が伝染性の病気にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めて業務を停
止する。

第１０条第２項
都道府県知事は、美容師が第７条若しくは第８条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にか

かり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

美容師の業務停止命令

美容師法では、美容の営業を行う場所が制限されており、また、美容の業を行う場合の講ずべき措置が定め
られております。これらの規定に違反した場合は、大阪市長は美容師の業務を期間を定めて停止を命ずるこ
とができます。また、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは期間を
定めて停止を命ずることができます。

美容師法
  (昭和32年6月3日法律 第163号)第１０条第２項


